東浦町の公共施設の使用料が免除できる団体登録申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　課長　様

　施設使用料の減免ガイドライン第４条第１号（カ）の使用料が免除できると町が認めた団体として登録したいので、次のとおり申請します。
	１
	団体名
	　ふりがな

	
	
	

	２
	団体所在地
	〒


（電話番号）

	３
	団体代表者
	    ふりがな
氏名
                               （電話番号）

	４
	活動内容
	


	５
	活動(予定)回数
	 年・月・週　　　　　回

	６
	活動(予定)場所
	 主な活動(予定)場所


	７
	会員数
	　　　　人（　　　年　月　日　現在）
うち、東浦町在住、在学、在勤者　　　　人

	８
	設立年月日
	 　　　 年　　月　　日

	９
	同意事項
	以下の項目について、確認、同意します。（□に全てチェック）
□私たちの団体は、東浦町に在住等する者の自由な参加を認めており、民主的に運営されている団体です。
□私たちの団体は、東浦町の公共施設を利用する際、宗教活動、政治活動、営利活動を行いません。
□私たちの団体は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者と関係はありません。
□団体の登録が認められた際は、申請書の１～４までの内容に変更があった場合や団体が解散した場合は、直ちに報告します。
□団体の登録が認められた際は、東浦町のホームページで団体名及び代表者名並びに使用料を減免した活動内容を公表することに同意します。

	10
	活動区分
	該当する項目にチェックをお願いします。
□住民協働、住民活動（ボランティア活動含む）
□防犯・防災活動
□障がい者福祉活動
□高齢者福祉活動
□児童福祉活動（学校教育以外の子どもに係る活動）
□健康増進活動
□産業振興活動（地域おこし活動を含む）
□教育活動（学校教育に係る活動）
□文化振興活動（生涯学習活動を含む）
□スポーツ振興活動
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



	
１　この申請書と合わせて、次の書類をご提出ください。

①　会則又は規約（作成していなければ提出不要です。）

②　役員名簿及び会員名簿（連合体の場合は構成団体名簿）

③　団体の最新の決算報告書類等、営利活動ではないことが確認できる書類

④　団体の活動内容、活動記録が確認できる書類


２　申請書の１～４番の内容に変更があった場合は、変更届を提出してください。

３　申請が承認された際は、毎年９月末と３月末に減免実績報告書を提出してください。

４　使用料が減免できる町の施設は次のとおりです。
勤労福祉会館、文化センター、コミュニティセンター、公民館、郷土資料館（陶芸関係施設のみ）、都市公園の有料公園施設等、文化広場（町体育館等）、ふれあいセンター、町営グラウンド、みどり浜緑地、岡田川テニス場、学校体育施設

　※自治会等が運営する集会所などは町の施設ではないため、減免の対象外です。





※裏面に添付書類の案内等があります、ご確認ください。
